
スターティアリード注文約款 

 

注文者（以下「甲」という。）は、この注文約款（以下「本注文約款」という。）に定める条件

で、スターティアリード株式会社（以下「乙」という。）に本商品（第 1条にて定める。）を注

文し、乙は、当該注文に基づいて、本商品を甲に販売又は提供する。 

 

第 1条 （用語の定義） 

本注文約款において使用される用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 「本商品」とは、甲が、乙に提出した注文書に記載された物品又は役務をいう。 

(2) 「本契約」とは、乙が本商品を甲に販売又は提供し、甲が乙から本商品を買い受け、

又は提供を受ける契約をいう。 

(3) 「メーカー等」とは、本商品の製造者、輸入元又は権利者をいう。 

(4) 「メーカー保証書等」とは、メーカー等が、本商品の保証等に関する規定を記載した

書面（名称を問わない。）をいう。 

(5) 「撤去品」とは、甲が本契約に基づいて、乙に撤去を委託したネットワーク機器、複

合機、PC、ビジネスフォン又はその他の OA機器をいう。 

(6) 「「カスラ 基本指針」とは、スターティアホールディングスグループ カスタマー・

ラ スメントに対する基本指針をいう。 

  URL：https://www.startiaholdings.com/customer_harassment.html 

 

第 2条 （本契約の申込及び成立） 

1. 甲は、本注文約款に同意の上、注文書を乙に提出して、本契約の申込を行う。 

2. 乙は、審査の結果、本契約の申込を承諾しないことがある。 

3. 乙が、甲からの本契約の申込を承諾したことをもって本契約の成立とする。 
 

第 3条 （クーリングオフの対象外） 

甲は、本商品を自己の営業のため又は営業として使用するため、本契約がクーリングオフの対

象外であることを、ここに確認する。 

 

第 4条 （データ移行、データのバックアップ等） 

1. 本契約には、原則として、データ移行及びデータのバックアップは含まれない。甲は、デ

ータ移行及びデータのバックアップを自己の費用負担と責任において実施するものとし、

本契約の履行に関連して、甲のデータが消失又は破損等をした場合においても、乙は、デ

ータの復元及び損害賠償等の一切の責任を負わない。ただし、乙が甲に対して提出した本

契約の見積書にデータの移行又はバックアップが明示的に含まれている場合はこの限りで

ない。 

2. 甲は、甲の費用負担と責任において撤去品に保存されたデータを消去するものとする。万

が一、甲が、撤去品に保存されたデータを消去しなかったことによって、損害を被ったと

しても、乙は、一切責任を負わない。 

 

第 5条 （本商品の引き渡し） 

1. 乙は、注文書記載の納入設置場所に、本商品を納入し又は設置する方法により引き渡す。 

2. 本商品がソフトウェアのときは、乙が甲に対して、ID及びパスワードを交付することなど

により、本商品を使用可能な状態にしたことをもって、本商品の引き渡しとみなす。 

 

第 6条 （納入設置場所の変更） 

甲が本契約の申込後に納入設置場所を変更して搬入費が増加した場合、甲は、搬入費の増加分

を負担する。 

 

 

https://www.startiaholdings.com/customer_harassment.html


第 7条 （納入期日の変更） 

乙は、注文書記載の納入期日までに本商品を引渡しできないと判断した場合、遅滞なくその事

由と新たな納入期日を甲に通知しなければならない。 

 

第 8条 （納期遅延） 

1. 乙の責めに帰すべき事由により納入期日までに本商品を引渡しできなかった場合、乙は甲

の請求に基づき、本商品の引渡し未了部分について、遅延した日から引渡し完了に至るま

で法定利率の割合による損害金を支払う。 

2. 乙は、本商品の引渡しの遅延に関し、前項以外の責任を負わない。 

 

第 9条 （検査） 

1. 甲は、本商品の引き渡しから起算して 5営業日以内（以下「検査期間」という。）に、本商

品の検査（以下「受入検査」という。）を行うものとする。 

2. 受入検査により本商品の種類の相違又は品質の不良、若しくは数量不足が発見された場合、

甲は、乙に対し、検査期間内に文書によりその旨を通知する。 

3. 甲が検査期間内に受入検査を行わず、又は前項の通知が乙に到達しない場合には、本商品

が受入検査に合格したものとみなす。 

 

第 10条 （不合格の場合の措置） 

1. 受入検査の結果、本商品が不合格となった場合、乙は、次の各号のうち、いずれかの適切

な措置を行うものとする。 

(1) 数量超過分の引取り 

(2) 数量不足分の引き渡し 

(3) 修補 

(4) 交換 

(5) 注文代金の減額 

2. 乙が、前項第 2号から第 4号までのいずれかの措置を行った場合、甲は、それに対しても

受入検査を行うものとする。 

 

第 11条 （所有権の移転） 

1. 本商品の所有権は、乙が本商品の検査を完了させた時点で、乙から甲へ移転する。 

2. 撤去品の所有権は、甲から乙への引き渡しをもって、甲から乙に移転する。ただし、撤去

品がリース物件のとき、その所有権は、乙及びリース会社間の協議の結果に従う。 

 

第 12条 （本商品がソフトウェアの場合の権利関係） 

乙は、本商品がソフトウェアの場合、甲に対し、当該ソフトウェアの非独占的で譲渡不能な使

用権を許諾する。当該ソフトウェアの著作権及び知的財産権は、乙又は乙に権利を許諾してい

る者に留保される。 

 

第 13条 （ソフトウェアの使用許諾約款の遵守） 

本商品がソフトウェアの場合、甲は、当該ソフトウェアの使用許諾約款を遵守する。 

 

第 14条 （危険負担） 

1. 本商品の引き渡し前に生じた本商品の滅失、毀損、変質等一切の損害は、甲の責めに帰す

べき場合を除き、乙の負担とする。 

2. 本商品の引き渡し後に生じた本商品の滅失、毀損、変質等一切の損害は、乙の責めに帰す

べき場合を除き、甲の負担とする。 



第 15条 （契約不適合責任） 

1. 甲が、本商品の種類又は品質に関して、契約の内容に適合しないこと（以下「契約不適

合」という。）を発見したときは、乙に対し、直ちに書面で通知するものとする。 

2. 乙が、甲から前項の通知を本商品の引き渡し後 1カ月以内に受領したときは、本商品を

無償で修補する。 

3. 前項の規定にかかわらず、本商品の契約不適合が重要でなく、本商品の実質的な使用に

影響を及ぼすものでなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、乙は、本商品の

修補を実施する義務を負わない。 

4. 本商品の修補によっても、契約不適合が解消されない場合、乙は甲と協議の上、代品を

納入できる。 

5. 甲は、契約不適合が重大なため、修補によっても本契約の目的を達成することができな

いときは、本契約を解除できる。 

6. 前各項の規定にかかわらず、メーカー保証書等の対象となる本商品の契約不適合につい

ての対応は、当該メーカー保証書等の範囲内での対応とする。 

7. 前各項の規定にかかわらず、本商品が中古品のときは、現状有姿での引き渡しとなり、

乙は一切の契約不適合責任を負わない。ただし、甲乙間で、書面により、別途合意した

ときは、乙は本条に規定される範囲で契約不適合責任を負う。 

8. 前各項の規定にかかわらず、甲及び乙が本商品について別途保守契約を締結したときは、

当該保守契約の規定が前各項の規定に優先適用される。 

9. 乙は、前各項以外に、契約不適合責任を一切負わない。 

 

第 16条 （カスタマー・ラ スメントの禁止） 

1. 甲は、乙に対して、カスラ 基本指針に掲げる、カスタマー・ラ スメントに該当し得

る行為を行ってはならない。 

2. 甲が前項の規定に違反した場合、乙はカスラ 基本指針に従い、役務の提供を中止でき

る。この場合、乙は甲に対する債務不履行責任を負わない。 

3. 乙は、カスタマー・ラ スメントについて、カスラ 基本指針に従い警察及び弁護士等

の外部機関と連携するなどして、厳正に対処する。 

 

第 17条 （代金の支払） 

1. 甲は、乙に対し、注文書の明細に記載の代金合計に消費税等相当額を加算した金額を、

注文書の明細に記載の支払条件にて支払う。 

2. 本商品の引き渡し後に、本契約が解除等によって終了した場合、甲が乙に支払った注文

代金は、本商品の使用損失料に充当され、乙から甲に返金されない。 

 

第 18条 （遅延損害金） 



甲が注文代金の支払を怠った場合、支払期日の翌日から完済に至るまで、当該注文代金の未

払い部分の金額につき年利 6%の遅延損害金を乙に支払う。 

 

第 19条 （工事の変更又はキャンセル） 

1. 甲が、工事予定日の確定後に工事日を変更するときは、次表に定める手数料を乙に支払

う。 

甲が工事予定日の前営業日までに工事日の変更又はキャンセルを乙に申 

し出たとき 

10,000 円 

（税別） 

甲の都合によって、工事予定日の当日に工事日が変更又はキャンセルと 

なったとき 

25,000 円 

（税別） 

 

2. 工事日の変更によって、前項の手数料を超過する損害が乙に発生した場合、乙は、当該

超過部分相当の損害賠償を甲に請求できる。 

3. 乙が、本契約の履行着手後に、甲の都合で本契約の一部又は全部がキャンセル若しくは

変更となったときは、乙は、当該キャンセル又は変更に起因して発生した実費相当額を

甲に請求できる。 

 

第 20条 （輸出管理） 

甲は、本商品を国外に持ち出す場合、外国為替及び外国貿易管理法等、技術輸出に関する関

連法規を遵守する。なお、米国輸出管理法等外国の輸出関連法規が適用される場合には、そ

れらの法規も遵守する。 

 

第 21条 （権利義務の譲渡禁止） 

甲は、乙の事前の書面による承諾なく本契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に

譲渡し、若しくは担保に供してはならない。 

 

第 22条 （秘密保持） 

1. 甲及び乙は、本契約の履行により知り得た、相手方の技術上、営業上及びその他業務上

の情報（以下「秘密情報」という。）を、相手方の事前の書面による承諾なしに、第三

者に開示し、又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。

ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。 

(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 

(2) 開示を受けた際、既に公知となっていた情報 

(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 

(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 

(5) 相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報 



2. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合に、秘密情報を必要な範

囲内で開示できる。 

(1) 弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開

示する場合 

(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則、その他これら

に準ずる定めに基づき開示を求められた場合 

(3) 各当事者が本契約と同等の秘密保持義務を課した上で、各当事者の関係会社に対し

て、開示が必要とされる秘密情報を開示する場合 

 

第 23条 （乙のグループ会社間の情報共有） 

乙は、本契約により取得した甲に関する情報を、乙のグループ会社との間で共有できる。た

だし、乙のグループ会社は当該情報を次の各号に定める目的に限り使用できる。 

(1) 各事業における製品及びサービスに関する情報提供 

(2) 各事業における製品の販売及びサービスの提供 

(3) セミナー、展示会及びイベントの案内送付 

(4) 製品及びサービス等のサポート対応並びに問い合わせ対応 

(5) 各種会員制サービスの提供 

(6) アンケート調査実施及び分析 

(7) 契約の履行 

(8) 商談、打ち合わせ及び連絡 

 

第 24条 （個人情報の取扱い） 

1. 甲は、下記URLの「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意の

上、本契約を申し込む。 

URL：https://www.startialead.co.jp/privacy/ 

2. 甲及び乙は、個人情報保護法を遵守するものとする。 

 

第 25条 （損害賠償） 

1. 甲又は乙が、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を及ぼした場合、その相手

方が直接かつ現実に被った通常の損害に限り賠償の責めを負う。甲及び乙は、いかなる

場合も、逸失利益、間接損害及び特別の事情により発生した損害を相手方に賠償する義

務を負わない。 

 2. 甲又は乙が、相手方に対して負担する損害賠償の金額は、本契約の契約金額（月払の

契約のときは、初期費用と月額料金の 1カ月分の合計金額）を上限とする。ただし、甲

が、乙の知的財産権又は乙に権利を許諾している者の知的財産権を侵害したとき、若し

くは、甲によるその他の重大な契約違反があったときは、この限りではない。 

https://www.startialead.co.jp/privacy/


 

第 26条 （第三者から導入した機器に関する責任） 

1. 乙は、本契約の履行のために、又は本契約の履行と関連して、乙以外の第三者から甲が

導入した商品又はサービス（以下「第三者商品等」という。）の移動、接続、操作若し

くは設定等をすることがある。乙は、故意又は重大な過失による場合を除き、第三者商

品等に起因して、若しくは、第三者商品等に対して乙が行ったこれらの行為に起因して、

甲に損害が生じたときは、当該損害につき一切の責任を負わない。 

2. 前項に基づく第三者商品等の移動、接続、操作又は設定等の完了後に、甲が、再度、第

三者商品等の移動、接続、操作又は設定等を乙に委託するときは、乙と有償の契約を締

結して、乙にその対価を支払う。 

 

第 27条 （市場性・特定目的適合性の不保証） 

1. 乙は、明示・黙示を問わず、本商品の市場性及び特定の目的又は用途に対する適合性に

ついて、一切保証しない。 

2. 本商品の通信速度等の性能表示は、技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すもの

ではない。甲は、本商品がベストエフォート型の製品であり、甲の利用環境、回線の混

雑状況、接続機器の性能等により通信速度が低下する場合があることをあらかじめ承諾

する。 

3. 前項に定める通信速度の低下、通信の切断及び遅延等は、第 15 条（契約不適合責任）

に定める契約不適合には該当しないものとし、乙はこれらに起因する損害について一切

の責任を負わない。 

4. 甲は、本商品がレセプトコンピュータ、電子カルテ、医療用システム、医療機器及びホ

ームセキュリティとの接続を想定したものではないことをあらかじめ確認する。甲がこ

れらのうち、いずれか一つ以上と本商品を接続したことによって、損害が発生した場合、

乙は一切責任を負わない。 

 

第 28条 （通知） 

1. 甲は、以下の各号のいずれかの注文者登録情報に変更が生じたときは、遅滞なく乙に通

知するとともに、乙から要請があったときは、変更届等の必要書類を乙に提出する。 

(1) 商号又は名称 

(2) 住所 

(3) 電子メールアドレス 

(4) 電話番号 

(5) 合併、会社分割、減資、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡 

2. 乙が、注文者登録情報の住所又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は

通常到達すべきときに到達したものとみなす。 



3. 甲が第 1項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被っ

た場合においても、乙に対して一切の異議を申し立てることができない。 

 

第 29条 （連帯保証人） 

甲の連帯保証人は、甲が本契約に基づいて乙に対して負担する一切の債務について、本契約

の契約金額を極度額として連帯保証し、甲と連帯して債務を負うことに合意する。 

 

第 30条 （再委託） 

1. 乙は、本契約の履行の一部又は全部を第三者に再委託できる。 

2. 前項の場合、乙は、当該第三者（以下「再委託先」という。）に対して、本契約の乙の

義務と同等の義務を課すものとする。 

3. 再委託先が前項の義務に違反して、甲が損害を被ったときは、乙は、第 25条（損害賠

償）の範囲内でその損害を甲に賠償する。 

 

第 31条 （反社会的勢力でないことの保証） 

1. 甲及び乙は、本契約締結時点において、自社が反社会的勢力（暴力団員、暴力団、暴力

団と密接な関係を有する者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこ

れらに準ずる者をいう。）に該当していないこと、反社会的勢力が自社の経営に実質的

に関与していないこと、反社会的勢力を利用していないこと、及び反社会的勢力に資金

を供給していないことを表明し、保証する。 

2. 甲及び乙は、将来にわたっても前項に該当しないことを表明し、保証する。 

 

第 32条 （期限の利益喪失・契約の解除） 

1. 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、その相手方に対する期限の利益を喪失

し、当該相手方は、直ちに債務の履行を請求できる。 

(1) 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算手続の開始の申立て等があったとき。 

(2) 支払停止、又は支払不能があったとき。 

(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

(4) 住所変更の通知を怠るなどの事由により、所在が不明となったとき。 

(5) 債務の支払を 2カ月以上遅延したとき。 

(6) 差押、仮差押、債権の保全処分、競売手続等がなされたとき。 

(7) 解散の決議（合併による場合を除く。）をしたとき。 

(8) 前条（反社会的勢力でないことの保証）に違反したとき。 

(9) 甲の連帯保証人が本項各号の一つ以上に該当したとき。 

(10) 前各号のほか、信用状況について不安になるような情報を入手したとき。 

2. 甲及び乙は、前項各号の一つ以上に相手方が該当した場合、催告することなく直ちに本



契約の全部若しくは一部を解除し、又は履行の全部若しく一部を一時停止できる。 

3. 甲及び乙は、その相手方が本契約「（ただし、本条第 1項に規定されているものを除く。）

に違反したときは催告の上、本契約の全部又は一部を解除できる。 

 

第 33条 （不可抗力） 

天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台

風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、スト イキ、工場閉鎖、

サボタージュその他労働争議、輸送機関の事故、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネ

ルギー供給又は統制、サイバー攻撃、取引先の倒産、その他不可抗力による本契約の全部又

は一部（金銭債務を除く。）の履行遅滞又は履行不能については、各当事者はその責任を負

わない。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方

に通知するとともに、回復するための合理的な努力をする。 

 

第 34条 （残存条項） 

本契約の終了後も、第 11条（所有権の移転）、第 15条（契約不適合責任）、第 18条（遅延

損害金）、第 20条（輸出管理）から第 27条（市場性・特定目的適合性の不保証）まで、第

29条「（連帯保証人）、本条、第 35条（管轄裁判所）及び第 36条（協議事項）は引き続き効

力を有する。 

 

第 35条 （管轄裁判所） 

甲及び乙は、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判

所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 

 

第 36条 （協議事項） 

本契約に定めなき事項、本契約中疑義の生じた事項及び本契約の変更については、甲乙協議

の上、決定する。 

 

第 37条 （約款の変更） 

乙は、Webサイトに掲載する方法により、即時に本注文約款を変更できる。ただし、本注

文約款が変更された場合においても、甲及び乙が本契約を締結した時点の本注文約款が

適用される。 

 

2026年 2月 20日施行 

 

 


